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更新の結果、６５歳以下については募集パンフレットの月額保険料から、コース、年代、性別により
２円から１８０円下がりました。※６６歳以上の方はパンフレット記載のとおりです。

平成３０年１月更新のグループ保険の月額保険料

12,215人

88.6％

10,811人

78.4％

5,731人

41.6％

三大疾病保障保険

10,624人

77.1％

3,477人

25.2％

4,475人

32.8％

長期所得補償保険疾病医療上乗せ保険グループ保険 医療保障保険 団体傷害保険

契約代表者：公益財団法人 海上保安協会

初代 観音埼灯台
（1867～1922）

～灯台150周年／我が国における西洋技術を用いた灯台の建設は、明治元年、神奈川県横須賀市の観音埼灯台に始まります。
平成30年、明治元年から数えて150周年の節目の年を迎えます。～

（提供：本庁交通部企画課）





グループ保険にご加入の方がお亡くなりになった場合、ご遺族に対し“精神的なサポート”、
“様々な情報提供”を目的に「遺族ガイダンス」を実施しております。

【「遺族ガイダンス」ってどんなことをしているの？】

③独自冊子ライフガイドをお渡し、ご遺族が受けられる給付や今後必要な諸手
続き等をわかりやすくご説明いたします。

②30年間の家計収支推移表をお渡しし、ご遺族にとって最善の受取方法をご選
択いただけるよう、サポートいたします。
（受取例）・お子様が大学を卒業するまでの期間を年金受取

・配偶者が老齢年金を受け取るまでの期間を年金受取

＜ご参考：グループ保険の受取方法＞
グループ保険の保険金は下記の受取方法から受取人がご選択いただけます。（※本人コースのみ）

①全額一時金 ⇒ 一時金にてお受け取り
②全額年金 ⇒ 年金受取期間を2～25年の中からご選択いただき、年金にてお受け取り
③一時金＋年金 ⇒ 一部を一時金、残りを年金にてお受け取り

【例：3,000万円コース（年金原資3,000万円）にご加入の場合】

受取方法 受取内容 受取総額

①全額一時金 一時金3,000万円 3,000万円

②全額年金 25年受取の場合、月額約11.1万円を給付 約3,337万円

③一時金＋年金 一時金1,000万円＋残りを25年受取の場合、月額約7.4万円給付 約3,225万円

※上記の年金額はパンフレット作成時点の事務幹事会社の基礎率（予定利率・予定死亡率・予定事業費率等）で計算しており、その他の引受会社
の基礎率を含めたものとはなっておりません。年金額は年金基金設定時に定める各引受会社の基礎率および引受金額により計算しますので、現時
点では確定しておらず、変動（増減）します。
※毎年受け取る年金は、雑所得として所得税が課せられます。詳細はパンフレット10ページをご参照ください。
※税務の取扱いについては税務改正により、今後変更となることがあります。

①ご加入内容はもちろん、必要書類や請求書の記入方法まで詳しくご説明いた
します。

④ご遺族がご利用いただけるサービスについてご説明いたします。

※上記サービスのご利用期間はご案内到着後、3年間となります。

＜24時間健康・医療相談＞

■電話相談【24時間】
保健師、看護師、カウンセラー
等のヘルスアドバイザーと顧問
医が責任を持ってお答えします。

■相談内容
●応急処置・夜間救急相談
●健康増進・健康管理
●家庭内看護・介護
●妊娠・出産・育児
●専門医相談
●医療機関案内 等

＜メンタルヘルス相談＞

■電話による相談
専門カウンセラーが、電話にて
カウンセリングを行います。

■面談による相談
電話予約をいただき、専門カウ
ンセラー（臨床心理士等）が面
接によるカウンセリングを行い
ます。
●カウンセリングは相談者ひと
りあたり年間5回まで無料（6
回目からは1万円程度の費用が
かかります）

＜ＦＰ相談＞

フリーダイヤル(無料)/面談での
相談受付
■電話による相談
ＦＰ技能士、ＣＦＰ資格取得者が相
続・資産管理・将来設計などに対す
る疑問にお答えします。

■面談による相談
電話予約をいただき、専門家が面接
による相談を実施いたします。
●相談料は1時間あたり15,000円（税
抜）です。一般相談料の25％引で
受け付けております。



【「遺族ガイダンス」実施までの流れ】

ご遺族 管区本部 海上保安協会 明治安田生命

①訃報のご連絡
②訃報の受付
③加入内容確認 ④加入内容確認

⑤遺族ガイダンスの
ご案内依頼

⑥遺族ガイダンス
のご案内

⑦遺族ガイダンス
実施可否の検討

⑧遺族ガイダンス
実施可否の回答

⑨回答受付 ⑩回答受付

⑪日程調整開始 ⑫実施依頼受付⑫日程確認⑬日程確認

⑬希望日程･場所回答 ⑭回答受付、連絡 ⑮回答受付、連絡 ⑯回答受付

⑰日程・場所確認⑱日程・場所確認⑳日程・場所確定 ⑲日程・場所確認

お約束の日時･場所に
明治安田生命の担当
者が訪問し、「遺族
ガイダンス」を実施

【よくあるご質問】

質問 回答

①
日時・場所はどのくらい希望を聞いてくれ
るの？

ご希望の日時・場所にて対応させていただ
きます。ご希望の日時・場所をご連絡くだ
さい。

② 事前に準備することはあるの？
必要な書類等は当日お持ちいたしますので、
特に準備は不要です。

③
請求手続きはガイダンス当日にしないとい
けないの？

当日に手続きいただくことも可能ですが、
必要書類のご準備もありますので、後日対
応いただければ結構です。

④ 費用はどのくらいかかるの？

「遺族ガイダンス」は無料です。ただし相
談サービスの一部(ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談年6回目以
降の面談相談、FP相談の面談相談)のみ有
料となります。

⑤
遺族ガイダンスを受けた人の反応はどんな
かんじなの？

受取方法から請求手続きまでしっかりと
フォローをすることで安心いただくケース
が多いです。またライフガイドを見て非常
に役に立ったというお声を多く頂戴してい
ます。

⑥
遺族ガイダンスはどのタイミングで実施し
ているの？

ご遺族のご都合で実施させていただいてい
ますが、葬儀が終わって少し落ち着いたタ
イミングで実施するケースが多いです。



マリアス保険の全制度が年払から月払に変更されました。
保険料は、海上保安協会に登録されている銀行等の口座か
ら引き落とし（毎月27日）していますが、残高不足による引き
落とし不能で保険料が未納の場合、保険契約が失効するこ
とがありますのでご注意ください。

・引き落とし口座を変更する場合は、海上保安協会にお問い合わ
せください。

・万が一、口座引き落としができなかった場合は、海上保安協会か
ら郵便局払込取扱票をお送りしますので、指定期日までに必ず振
込みをお願いします。

期日までに保険料の納付が無い場合、保険契約が失効する恐れがあります！
※給与口座と海上保安協会の保険料引き落とし口座は連動していません。給与
口座を変更されても保険料引き落とし口座は自動変更されませんのでご注意くだ
さい。

●保険料以外のお知らせ（マリアスWEBサイト）

マリアス保険制度を職員、家族及び退職者等に

広くご案内させていただくために、

①マリアスのパンフレット、②ライフプランシミュ

レーション（簡易版）、③海上保安協会への届出

及び請求ガイド等掲載しております。（また、④皆

様からのご質問もメールでお受けすることができ

ます）

是非アクセスいただき、幅広いご利用をお待ちし

ております！

①
②

④

◆◆ 海上保安庁 健康安全標語 ◆◆

（健康管理部門）

「 あいさつで 生まれる笑顔 明るい職場 」
第十管区海上保安本部総務部情報通信課 坂口 耕生

（安全管理部門）

「 安全は 一人一人が 責任者 」
第八管区海上保安本部警備救難部警備課 信開 勝吏

※インターネット環境があればどこからでもアクセス可能
例）自宅等のパソコンの場合：
海上保安協会ホームページのトップページにある「団体保険マリアス（加入者専用）」の
バナーをクリックし、マリアスWebサイトにアクセスしてください。（ＰＡＳＳ：19480512）

【マリアスWEBサイトイメージ図】

③


